
  

第４回市民自治検討部会次第 

 

                     ○平成22年９月９日(木) 午後７時00分から 

○西脇市生涯学習まちづくりセンター 

 １階 女性コーナー 

 

１  開  会 

 

２ 前回のおさらい 

 ・市政への関心を高めるために必要な情報についてワークショップを実施し、市政、

イベント、安全安心、まちの姿などにまとめられる意見があった。 

 ・続いて、市民の役割・権利・責務に関する他市の規定項目を書き出した資料に基

づき、意見交換を実施し、まとめとして、パブリックコメントの有効利用、まち

づくりに関わって成長する権利、自然・景観・文化・住環境などの環境を保全・

創造し次世代へ引き継ぐということや、事業者の役割について、ワーク・ライ

フ・バランスに配慮するという役割や協力があるのではないかなどの意見があっ

た。 

 

３ ワークショップ 

 ⑴ 検討項目とこれまでの意見の整理 

   別紙「市民自治検討部会での検討項目とこれまでの意見」参照 

 

 ⑵ 条文原案について（情報共有、市民の役割・権利・責務、事業者の役割、パブ

リックコメント） 

   別紙「第４回市民自治検討部会資料（参考条文）」参照 

 

 ⑶ パブリック・インボルブメントについて 

   別紙「パブリック・インボルブメントについて」参照 

 

 ⑷ 住民投票について 

   別紙「第４回市民自治検討部会資料（住民投票関係）」参照 

 

 

５ その他 

 今後の予定 

   第５回市民自治検討部会 平成22年 月 日（ ） 午後 時から 

 

５ 閉  会 

 



市民自治検討部会での検討項目とこれまでの意見

大項目 小項目 出てきた意見

基本原則 基本原則※１
・男女のバランス（人権・多様性）
・参画と協働の原則

市民 市民の権利

・自ら学ぶために行動する権利（情報、つなぐ場、つなぐ人）
・生涯学習など色んな場への参加し活動する。
・まちづくりに参画して成長する権利
・参加しないことでその人が不利益を被らないという権利（保障）
・安心して暮らせる権利

市民 市民の役割

・区長への一点集中でいいのか？役割分担
・「役割」と書かれていると自主的にできるので楽しい
・技術や能力をまちづくりに還元する（自主的に）
・事業者の役割として、ワークライフバランス等への配慮（協力）

市民 市民の責務

・「責務」と書くと負担を感じる。
・良好な環境を次世代に引き継ぐ。
・環境を保全して次世代へつなぐ。
・人に迷惑をかけない（ゴミ屋敷、野焼き、ポイ捨てなど）

住民自治 コミュニティのあり方

・風通しをよくする
・担い手の枯渇に備えた組織のあり方（人材育成）
・地区のバラつきをどこまで容認するのか
⇒地域の自主性（独自性）の尊重

住民自治 住民自治の制度

参画・協動 参画の権利等 ・隠れている人材の発掘（若い人、新住民、単身者）

参画・協動 住民投票

参画・協動 計画策定への参画 ・パブリックコメントの有効活用

参画・協動 審議会等への参画

参画・協動 条例制定への参画 ・パブリックコメントの有効活用

情報 情報共有
・市民がどんな情報を必要としているか行政がシミュレーションできていない。
・自ら行動するために学ぶ情報の提供を受ける、共有する、説明を求める。
・情報がなければ、活動することもできない。

その他
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   第４回市民自治検討部会資料（参考条文） 

 

１  情 報 共 有 関 係  

【他市町事例】 

○北海道ニセコ町まちづくり基本条例 

   第２章  まちづくりの基本原則 

 （情報共有の原則） 

第２条  まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現

するため、わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有するこ

とを基本に進めなければならない。  

  （情報への権利） 

第３条  わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受

け、自ら取得する権利を有する。 

   第３章  情報共有の推進 

 （意思決定の明確化） 

第６条  町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることによ

り、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。 

 （情報共有のための制度） 

第７条  町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、こ

れらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。 

 ⑴  町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度 

 ⑵  町の仕事に関する町の会議を公開する制度 

 ⑶  町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度 

⑷  町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度 

 （情報の収集及び管理） 

第８条  町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速

やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存し

なければならない。 

 （個人情報の保護） 

第 10条  町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人

情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

○三重県伊賀市自治基本条例 

  第１章  総則  

 （自治の基本原則） 

第４条  市民及び市は、次に掲げる基本原則により自治を行うものと

する。 

 ⑴  市民は、まちづくりに関する情報を共有する権利を有する。 
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 ⑵  市民は、まちづくりに参加する権利を有する。 

 ⑶  まちづくりは、情報公開と市民参加により策定された計画に基

づくものとする。 

 ⑷  まちづくりは、まず市民自らが行い、さらに地域や市が補完し

て行う。 

 ⑸  まちづくりは、市民や市など各主体が協働して行うよう努める。  

 ⑹  まちづくりの実施後は、その結果について評価を行う。 

   第２章  情報の共有 

 （情報共有の原則） 

第６条  市は、市民自らが考え行動するという自治の理念を実現する

ため、市政全般に関わる情報を速やかに市民と共有することに努め

なければならない。 

 （情報への権利） 

第７条  市民は、法令により制限される場合を除いて、市に対しその

有している情報の提供を要求し、取得する権利を有する。 

 （意志決定過程の情報共有） 

第８条  市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明ら

かにするよう努めなければならない。 

２  市は、審議会その他の附属機関の会議を、原則として公開しなけ

ればならない。 

 （情報共有のための制度） 

第９条  市は、その有する情報を原則として公開しなければならない。  

２  市は、市が出資若しくは補助、事務の委託又は職員を派遣してい

る団体のうち、一定の基準を満たすものに関し、その情報公開を推

進するため、必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。 

３  前２項に関することは、別に定める。 

 （情報の収集及び管理） 

第 10条  市は、市政運営に必要な情報の収集に努めなければならない。  

２  市は、その有する情報を適正に管理しなければならない。 

 （個人情報の保護） 

第 11条  市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人

情報の収集、利用、提供及び管理等について、必要な措置を講じな

ければならない。 

２  前項に関することは、別に定める。 
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２  市 民 の 権 利 ・ 責 務 ・ 役 割  

【他市町事例】 

○富士見市自治基本条例 

   第３章  市民の権利及び責務  

 （市民の権利） 

第６条  市民は、まちづくりの主体であり、市政に参加する権利及び

市政に関する情報を知る権利を有する。 

２  市民は、自ら考え行動するために学ぶ権利を有する。 

 （市民の責務） 

第７条  市民は、前条に定める権利を行使して主体的にまちづくりに

参加するよう努めるものとする。 

２  市民は、自らの有する技術、能力等をまちづくりに還元するよう

努めるものとする。 

 

○多摩市自治基本条例 

   第２章  基本原則 

    第２節  市民の役割 

 （市民の権利） 

第５条  市民は、まちづくりに参画する権利を有します。 

２  市民は、まちづくりに関し、自らの意見を表明し、又は提案する

ことができます。 

３  市民は、まちづくりに関し、市議会及び市の執行機関の保有する

情報を知ることができます。 

 （市民の義務） 

第６条  市民は、まちづくりに参画するにあたり自らの発言及び行動

に責任を持つものとします。 

２  市民は、前条で定める権利の行使にあたり、公共の福祉、次世代

及び市の将来に配慮するものとします。 

 

○川崎市自治基本条例 

   第２章  自治運営を担う主体の役割、責務等 

    第１節  市民  

 （市民の権利） 

第６条  市民は、すべて人として尊重され、平和で良好な環境の下で、

自らの生命、自由及び幸福追求に対する権利が保障され、自己実現

を図ることができるほか、自治運営のために、次に掲げることがで

きます。 

 ⑴  市政に関する情報を知ること。 

 ⑵  政策の形成、執行及び評価の過程に参加すること。 
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 ⑶  市政に対する意見を表明し、提案をすること。 

 ⑷  行政サービスを受けること。  

 （市民の責務） 

第７条  市民は、自治運営において、次に掲げることを行うものとし

ます。 

 ⑴  互いの自由と人格を尊重し合うこと。 

 ⑵  参加及び協働に当たり、自らの発言と行動に責任を持つこと。 

 ⑶  次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めること。  

 ⑷  市政運営に伴う負担を分担すること。 

 

○日進市自治基本条例 

   第４章  市民、市議会及び市長等の役割と責務 

 （市民の役割と責務） 

第 11条  市民は、良好な環境を次の世代に引き継ぐ責任を持ちます。 

２  市民は、市政の運営に関し、市議会及び市の執行機関を注視し、

市民の信託に的確に応えているかどうかを見守るよう努めます。 

３  市民は、行政サービスその他市政の執行に要する費用について、

応分の負担をします。 

 

○上越市自治基本条例 

   第２章  市民の権利及び責務  

 （市民の権利） 

第５条  市民は、自治の主体として、地方自治法（昭和22年法律第67

号）に定めるところにより、市民の代表を選ぶ権利、条例の制定、

改正又は廃止等の直接請求を行う権利その他の権利を有し、これを

行使することができる。 

２  市民は、前項に規定するもののほか、自治の主体として、次に掲

げる権利を有し、これを行使することができる。 

 ⑴  市政運営に関する情報を知る権利 

 ⑵  市民参画をする権利 

 ⑶  協働をする権利 

３  市民は、市が提供するサービスを享受することができる。 

 （市民の責務） 

第６条  市民は、自治の主体として、市政運営に関心を持ち、市政運

営に対する意識を高めるように努めなければならない。 

２  市民は、市民参画、協働その他の権利の行使に当たっては、自ら

の発言、決定及び行動に責任を持たなければならない。 

３  市民は、市が提供するサービスの享受に当たっては、応分の負担

を負わなければならない。 
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○近江八幡市協働のまちづくり基本条例 

   第２章  基本原則 

    第２節  市民の権利と責務  

 （地域における市民の権利及び責務） 

第５条  市民は、地域におけるまちづくり活動、コミュニティ活動、

その他の公益的活動を推進するために、主体的に組織等を作り、自

立した活動を営むことができます。  

２  市民は、前項の活動を行うに当たっては、多様な価値観を認め合

い、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見及び行

動を尊重しなければなりません。 

 （市政における市民の権利及び責務） 

第６条  市民は、市政の主権者として、市政に関する情報を知る権利

及び市政に参画する権利を有します。 

２  前項に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限

に尊重されるものとします。 

３  市民は、法令等の定めるところにより納税等の義務を負うととも

に、適正な行政サービスを受ける権利を有します。 

４  市民は、自らが地方公共団体を構成する一員であることを自覚し、

常に市政の運営に関心を払うことによって、公正かつ適正な手続に

よる行政運営の確保に積極的な役割を果たすよう努めるものとしま

す。 
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３  事 業 者 の 役 割 ・ 協 力  

【他市町事例】 

○朝来市自治基本条例 

   第２章  まちづくりの主体 

    第１節  市民  

 （事業者の社会的責任） 

第５条  市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体は、

事業活動を行うに当たり、地域社会を構成する一員としての社会的

な役割を自覚し、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。 

 

○川崎市自治基本条例 

   第２章  自治運営を担う主体の役割、責務等 

    第１節  市民  

 （事業者の社会的責任） 

第８条  事業者は、地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚

し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与

するよう努めるものとします。 

 

○三鷹市自治基本条例 

   第２章  市民及び市民自治 

 （事業者等の権利、責務等） 

第６条  事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び

市と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに

参加する権利を有する。 

２  事業者等は、法令又は条例に定める責務を遵守するとともに、市

民とともに地域社会を構成するものとしての社会的責任を自覚し、

地域社会との調和を図り、安全でうるおいのある快適な環境の実現

及びまちづくりの推進に寄与するよう努めなければならない。 

 

○八戸市協働のまちづくり基本条例  

   第３章  権利及び責務 

 （事業者の責務） 

第６条  事業者は、地域社会を構成する一員として、その役割を認識

し、協働のまちづくりの推進に対する理解と協力に努めるものとす

る。 
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４  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 制 度  

【他市町事例】 

○名張市自治基本条例 

   第７章  参画及び協働 

    第１節  市政への市民参画  

 （政策形成及び実施過程への参画） 

第 28条  市は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、

市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃又は施

策を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めな

ければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 

２  市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調

査の実施、公聴会の開催などの適切な方法を選択するとともに、原

則として提示された意見に回答し、公表しなければならない。 

 

○上越市自治基本条例 

   第５章  市政運営 

 （パブリックコメント） 

第 22条  市長等は、市の基本的な計画、重要な条例等を市議会に提案

し、又は決定しようとするときは、当該計画、条例等の案を公表し、

広く市民の意見を聴く手続をとらなければならない。 

２  市長等は、前項の手続により提出された市民の意見を尊重し、意

思決定を行うとともに、提出された意見に対する市長等の考え方を

公表しなければならない。 

３  第１項の手続及び前項の規定による公表については、別に条例で

定める。 

 

○杉並区自治基本条例 

   第９章  参画及び協働 

 （政策に係る区民等の意見提出手続） 

第 28条  区は、重要な政策及び計画の策定に当たり、事前に案を公表

し、区民等の意見を聴くとともに、提出された区民等の意見に対す

る区の考え方を公表しなければならない。ただし、緊急性を要する

ものは、この限りでない。 

 

○太田市まちづくり基本条例 

   第４章  参画と協働の市政運営 

 （意見公募） 

第 12条  市は、重要な条例、計画等の策定にあたり、事前に案を公表

し、広く市民の意見及び提案を求めるとともに、提出された市民の
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意見に対する市長等の考え方を公表しなければなりません。 

２  市は、前項のほか、特定の地域を対象とするもの、生活に密着し

た施策の策定についても意見公募を行うよう努めます。 

３  市の執行機関は、市民から提示された意見及び提案等を適切に施

策に反映させ、結果を定期的に公表します。 

 

○国分寺市自治基本条例 

   第３章  参加と協働 

 （参加と協働の推進） 

第６条  市は、次に掲げる政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過

程において参加の権利を保障し、協働を推進します。 

 ⑴  基本構想及び基本計画その他の基本的政策を定める計画並びに

こ れ ら に 基 づ く 実 施 計 画 （ 以 下 「 基 本 構 想 及 び 基 本 計 画 等 」 と

いいます。）の策定 

 ⑵  市政の基本的な政策に関する条例及び市民等に義務を課し、又

は 権 利 を 制 限 す る 条 例 の 制 定 改 廃 （ 地 方 税 の 賦 課 徴 収 金 に 関 す

るものを除きます。） 

 ⑶  市民生活又は地域に影響を及ぼす重要な施策及び制度の導入 

 ⑷  重要な市の施設の設置又は運営に関する方針及び計画の策定 

 （参加と協働の方法） 

第７条  市は、前条に定める参加の権利を保障するため、事案に応じ

次の各号のいずれかの方法を用います。 

 ⑴  市の附属機関への委員としての参加 

 ⑵  公聴会、説明会、懇談会等への参加 

 ⑶  個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加 

 ⑷  パブリック・コメントへの参加 

 ⑸  アンケート調査その他必要と認める方法への参加 

２  市は、前条に定める協働の推進に当たり、市民活動団体、地域コ

ミュニティ等との連携を図ります。  
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   パブリック・インボルブメントについて 

 

１  パブリック・インボルブメント（ＰＩ）とは… 

  パ ブ リ ッ ク ・ イ ン ボ ル ブ メ ン ト （ Public  Involvement， 以 下

「ＰＩ」）を直訳すると、「地域住民、事業者、関係団体、利害関

係者、等」（＝パブリック）を「関与、巻き込む、積極的な参加」

（＝インボルブメント）ということです。 

  すなわち、ＰＩとは、施策の立案や事業の計画を立てる際に、市

民の皆さんに情報を提供した上で、価値観を見極め、調整しながら、

柔軟に政策立案を進める、市民参画の理念であり、プロセスのこと

です。 

  市民の皆さんと行政とのコミュニケーションによって広く意見を

聴き、施策や計画に市民の皆さんの意見（ニーズ）を反映させてい

きます。 

  ＰＩは、施策や事業の立案・実施にあたり、「構想や計画を策定

す る か ど う か 決 定 す る 段 階 」 「 事 業 の 構 想 段 階 」 「 事 業 の 計 画 段

階」「事業の実施・運用段階」といったあらゆる過程において行わ

れるものであり、「従来の市民参加」より幅広いニーズの把握が見

込めるものです。 

  代 表 例 と し て 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ 、 オ ー プ ン ハ ウ ス 、 パ ブ リ ッ ク

ミーティング等があります。 

 

２  従来の市民参加とＰＩの違いは？ 

  ＰＩは、「従来の市民参加」と似た概念だと受け取られることが

多いようですが、表１に示すとおり、対象となる事業段階、対象者

（パブリック）が違います。 

 表１  

「従来の市民参加」と「ＰＩ」の違い 

 対象となる事業段階 対象者 

従 来 の 市 民

参加 

事業の実施・運用段階 地域住民、利害関係者等 

ＰＩ  ①構想や計画を策定する 

かどうか決定する段階 

②事業の構想段階 

③事業の計画段階 

④事業の実施・運用段階 

そ れ ぞ れ の 段 階 に 応 じ て

様々な手法を展開する。 

地 域 住 民 、 事 業 者 、 関 係

団 体 、 利 害 関 係 者 、 等 案

件 や 段 階 に 応 じ て 参 加 対

象が幅広い。 
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  また、表２に示すとおり、「従来の市民参加」は「情報提供」、

「協議」の段階にとどまっていますが、ＰＩでは、「関与」、更に

は「協働」の段階まで広がります。  

 表２  

参画・協働の段階 

 弱       市民参画・協働（関与）の度合い        強  
 

情報提供 協議  関与  協働  権限付与 

解 決 法 や 課

題 の 理 解 に

役 立 つ 情 報

を 市 民 に 提

供する。 

市 民 か ら の

反 応 を 得

て 、 そ れ を

分 析 し 、 解

決 及 び 意 思

決 定 に 活 か

す。 

プ ロ セ ス を

通 じ て 、 直

接 市 民 に 働

き か け 、 課

題 へ の 一 貫

し た 理 解 と

配 慮 を 担 保

する。 

計 画 立 案 か

ら 意 思 決 定

ま で の 過 程

に 、 市 民 が

パ ー ト ナ ー

と し て 関 わ

る。 

市 民 の 手 で

意 思 決 定 ま

で行う。 

 

 

 

 

３  ＰＩの目的とは？ 

  ＰＩは、実施することが目的ではなく、市民の皆さんと行政のよ

りよい信頼関係のもと、市民参画・協働の取組を通じて、市民の皆

さんの満足度の高いまちづくりを進めていくことが目的です。 

  また、ＰＩには次のような効果があります。 

 ⑴  ＰＩの効果 

  ①  市民の皆さんのニーズを反映した計画を策定することができ

る。 

  ②  市民の皆さんのニーズを反映し、事業の質を高めることがで

できる。 

  ③  事業のプロセスと実施内容について、市民の皆さんと合意形

成を図ることができる。 

  ④  事業の運用等に対する市民の皆さんと行政との協働の仕組み

をつくることができる。 

  これらの目的を達成するために、次のような【ＰＩ】の原則が考

えられます。 

 

 

 

ＰＩ  

従来の市民参加 
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４  ＰＩの原則 

 ⑴  プロセスを共有すること 

   ＰＩの初期段階では、「事業の構想さえ知らなかった」、「勝

手に進めている」といった批判が起こりがちです。 

   このため、どのような経緯で計画の検討がなされ、どの段階で

ど の よ う な 手 法 で 情 報 提 供 が な さ れ る の か 、 最 終 的 に は 誰 が 決

定 す る の か 、 事 業 に か か る 費 用 や 時 間 的 コ ス ト は ど う か な ど 、

今 後 の 進 め 方 に つ い て 、 最 初 の 段 階 で 市 民 の 皆 さ ん と 行 政 双 方

の 関 係 者 が プ ロ セ ス に つ い て 認 識 を 共 有 し て お く こ と が 重 要 で

す。 

 

 ⑵  ＰＩと意思決定の違いを明確にすること 

   ＰＩは、市民の皆さんから幅広くアイデアや意見を収集し、市

民 の 皆 さ ん の 意 見 を 反 映 さ せ て 事 業 等 の 高 質 化 や 合 意 形 成 の 円

滑 化 を 図 る た め の も の で あ り 、 Ｐ Ｉ の 結 果 だ け で 計 画 の 可 否 を

決 定 す る も の で は あ り ま せ ん 。 「 市 民 意 思 の 反 映 」 と は 、 市 民

の 皆 さ ん の 関 心 や 利 害 を 把 握 し 、 多 様 な 意 見 を 調 整 し 、 ま と め

て行くということです。 

   計画案は、政策の優先順位、技術的な視点、市民の皆さんの意

見 等 の 要 素 を 事 業 の 実 施 主 体 （ 担 当 部 署 、 案 件 に よ っ て は 、 議

会 や 首 長 ） が 総 合 的 に 判 断 し 、 責 任 を も っ て 決 定 す る も の （ 場

合 に よ っ て は 、 事 業 を 実 施 し な い こ と も 含 め て ） で あ る こ と を

あらかじめ表明しておくことが必要です。 

 

 ⑶  ＰＩは段階的に実施すること  

   事業の段階でＰＩを実施しようとする際には、その事業の基と

な っ て い る 計 画 等 が Ｐ Ｉ 等 の 市 民 参 画 の プ ロ セ ス を 経 て い な け

れば、事業自体の可否が議論されることにもなりかねません。 

   ＰＩにおける議論を後戻りさせることなく、効率的に進めてい

く た め に は 、 構 想 ・ 計 画 を 策 定 す る か ど う か 決 定 す る 段 階 か ら 、

そ れ ぞ れ の 段 階 に 応 じ て 適 切 な Ｐ Ｉ 手 法 を 選 択 し て 行 う こ と に

なります。 

   また、事業目的を明確にし、市民の皆さんとともに考えていく

姿勢をもって臨むことが必要です。  

   なお、既に計画の段階を過ぎ、事業の段階に入っている場合に

お い て も 、 そ の 段 階 で 可 能 な Ｐ Ｉ 手 法 を 選 択 し 、 で き る こ と か

ら実施するということも必要です。  
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 ⑷  実現すべき成果や評価の視点を共有すること 

   具体的な計画案を示す場合、直接的な利害関係も明らかになる

ことから意見が対立することが考えられます。 

   このような場合、議論が個別の利害に捉われないよう、事業の

目 的 、 達 成 目 標 等 に つ い て 、 市 民 の 皆 さ ん と 行 政 双 方 の 関 係 者

で認識を共有することが必要です。  

   また、最終段階では、いくつかの案の中から絞っていくという

場合もあります。 

   このため、「何をもって評価するか」という視点を、市民の皆

さんと行政双方の関係者で共有しておく必要があります。 
 

 ⑸  説明責任を果たすこと 

   市 民 の 皆 さ ん の 意 見 に 対 し て 、 「 で き る 」 あ る い は 「 で き な

い 」 に つ い て の 説 明 だ け で な く 、 進 行 上 の 問 題 点 や 評 価 に 対 す

る 説 明 等 、 行 政 と し て の 説 明 責 任 を 果 た す こ と も Ｐ Ｉ の 重 要 な

要素です。 

   Ｐ Ｉ に は 、 「 Go Listen（出 か け てい っ て 話 を 聴 く） 」 と い う

考 え 方 が あ り ま す 。 特 に 、 事 業 に 対 し て 関 心 や 利 害 の あ る 市 民

の 皆 さ ん に 説 明 責 任 を 果 た す た め に は 、 地 元 に 出 向 い て 、 直 接

市民の皆さんの話を聴く姿勢も必要です。 

 

５  基本的なＰＩの手法 

  ＰＩは、対象事業の内容、段階、関係者の範囲等に応じて、適宜、

様々な手法を組み合わせて行います。 

  その代表的な手法は、主たる目的別に分類すると、次のとおりで

す。 

 ⑴  事業説明、情報提供等 

① ホ ー ム ペ ー ジ 、

市 政 だ よ り 等 に

よ る 積 極 的 な 広

報活動 

ホ ー ム ペ ー ジ や 市 政 だ よ り 、 マ ス コ ミ 等 に よ

る 広 報 活 動 を 通 じ て 、 事 業 に 関 す る 情 報 や 、

関 連 の 催 し 物 の 告 知 、 討 議 の 内 容 等 を 市 民 の

皆さんに積極的に提供するもの 

②オープンハウス 中 心 市 街 地 や 公 共 施 設 等 人 が 集 ま る 場 所 で 、

パ ネ ル や 模 型 の 展 示 、 リ ー フ レ ッ ト 等 の 資 料

の 配 布 、 ビ デ オ の 放 映 等 、 市 民 の 皆 さ ん が 気

軽 に 参 加 で き 、 事 業 の 説 明 や 情 報 提 要 を 受 け

る機会を設けるもの 

③現地見学会 市 民 の 皆 さ ん が 事 業 地 域 や 施 設 の 建 設 予 定 地

を 直 接 訪 問 し 、 関 連 す る 調 査 結 果 や 現 状 等 に

ついて説明を聞くための催し 
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④シンポジウム 著 名 人 、 学 識 経 験 者 に よ る 基 調 講 演 や パ ネ ル

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 等 を 行 い 、 当 該 事 業 の 目 的

等に対する理解を深める催し 

⑤ ニ ュ ー ス レ

タ ー ・ パ ン フ レ ッ

ト 

事 業 に 関 す る 情 報 や 討 議 の 内 容 を 、 文 章 や 写

真 で 分 か り や す く 印 刷 物 と し て 作 成 し 、 市 民

の皆さんに広く配布するもの 

⑥出前講座 市 民 の 皆 さ ん の 要 請 に 応 え 、 事 業 の 内 容 や 現

状 等 に つ い て 事 業 の 実 施 主 体 （ 担 当 部 署 ） が

出向き講座を開催するもの 

⑦地域説明会 事 業 の 内 容 や 現 状 等 に つ い て 、 事 業 の 実 施 主

体 （ 担 当 部 署 ） が 出 向 き 、 地 域 ご と に 説 明 会

を開催するもの 

 

 ⑵  討論・意見集約等 

⑧検討委員会 有 識 者 、 関 係 者 、 公 募 市 民 等 に よ り 様 々 な 観

点から課題整理や方向性の検討を行なうもの 

⑨ワークショップ 特 定 の テ ー マ や 課 題 に 対 応 す る た め 、 グ ル ー

プ に よ る 共 同 作 業 や 話 し 合 い を 通 じ て 、 課 題

の 抽 出 や 解 決 策 等 に つ い て 、 意 見 の 集 約 を 図

るもの 

⑩ パ ブ リ ッ ク ミ ー

テ ィ ン グ （ 市 民 の

皆 さ ん と の 意 見 交

換会） 

事 業 の 内 容 や 現 状 等 に つ い て 、 事 業 の 実 施 主

体 （ 担 当 部 署 ） が 説 明 し 、 市 民 の 皆 さ ん か ら

の質問や意見を受ける場として開催するもの 

⑪市民意見の募集 計 画 等 を 素 案 の 段 階 で 公 表 し 、 市 民 の 皆 さ ん

の 多 様 な 意 見 を 求 め 、 で き る 限 り 政 策 に 反 映

させていくもの（パブリックコメント等） 

⑫ グ ル ー プ ヒ ア リ

ング 

市 民 の 中 か ら 小 グ ル ー プ （ 10人 前 後 ） を 選 出

し 、 市 民 の 皆 さ ん の ニ ー ズ 、 期 待 等 に 関 す る

ヒ ア リ ン グ 調 査 を 実 施 し 意 見 の 集 約 を 図 る も

の 

⑬アンケート 広 く 市 民 の 皆 さ ん の 意 識 を 把 握 す る た め 、 多

くの人に一定の質問形式で意見を伺うもの 
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 ⑶  事業類型別ＰＩ手法例 

事業類型 主なＰＩ手法例 実施例 

条例案の検討 ワ ー ク シ ョ ッ プ 、 シ ン

ポ ジ ウ ム 、 オ ー プ ン ハ

ウ ス 、 検 討 委 員 会 、 パ

ブリックコメント 等  

自治基本条例 

環境基本条例 

計画の策定 ア ン ケ ー ト 、 ワ ー ク

シ ョ ッ プ 、 シ ン ポ ジ ウ

ム 、 オ ー プ ン ハ ウ ス 、

検 討 委 員 会 パ ブ リ ッ ク

コメント  等  

総合計画 

地区計画 

都 市 計 画 マ ス タ ー

プラン 

公共施設整備 ア ン ケ ー ト 、 ワ ー ク

シ ョ ッ プ 、 ニ ュ ー ス レ

タ ー 、 オ ー プ ン ハ ウ ス  

等  

地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ

センター建設 

市 民 の 皆 さ ん の 関 心

の 高 い も の や 市 民 の

皆 さ ん へ の 影 響 が 大

き い 、 市 民 生 活 と 密

着した事業 

ア ン ケ ー ト 、 ワ ー ク

シ ョ ッ プ 、 出 前 講 座 、

地 域 説 明 会 、 ニ ュ ー ス

レター  等  

公園建設事業 

家 庭 ご み 減 量 に 関

する事業 

そ の 他 （ 窓 口 業 務 、

施 設 の 維 持 管 理 、 市

内部管理事業等） 

ア ン ケ ー ト 、 出 前 講

座 、 ホ ー ム ペ ー ジ の 充

実 等  

市民課窓口業務 

財 政 状 況 に つ い て

の出前講座 

監 査 に 関 す る ホ ー

ムページの充実 

 

 

※以上「熊本市ＰＩマニュアル（職員用）」から抜粋 
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第４回市民自治検討部会資料（住民投票関係） 

 

住民投票について 

 

●住民投票とは 

 住民投票は、特定の問題について、住民が直接に意志を示す制度 

 

●住民投票として現行法上制度化されているもの 

 １  直接請求の結果行われる住民投票 

  ⑴  議会の解散請求があったとき（地方自治法第76条、第 78条）  

    選挙権を有する者の３分の１以上の署名を得て、その地方公

共 団 体 の 選 挙 管 理 委 員 会 に 対 し て 議 会 の 解 散 を 求 め る 請 求 が

あった場合は、住民投票に付し、結果、過半数の同意があれば

議会は解散する。 

  ⑵  議員または長の解職請求があったとき（地方自治法第80条、

第 81条、第 83条）  

    選挙権を有する者の３分の１以上の署名を得て、その地方公

共団体の選挙管理委員会に対して議員または長の解職を求める

請求があった場合は、住民投票に付し、結果、過半数の同意が

あれば議員または長は失職する。 

 

 ２  地方自治特別法に関する住民投票（日本国憲法第95条）  

   ひとつの地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公

共 団 体 の 住 民 の 投 票 に お い て そ の 過 半 数 の 同 意 を 得 な け れ ば 、

制定することができない。 

 

 ３  合併協議会の設置についての住民投票 

   （市町村の合併の特例等に関する法律第４条） 

   議会で否決された住民請求による合併協議会設置について、改

めて住民投票を行う。 

 

●地方公共団体が定める条例によるもの（自治基本条例に関連） 

 １  条例による住民投票を実施するためには 

   住民投票を行うためには、「住民投票条例」の制定が必要とな

る。 

   条例制定は、 

    ⑴  地方自治法に則った条例制定の手続に従い、首長または

議員が提案し、議会の議決により「住民投票条例」を制定

する。 
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    ⑵  住民については、地方自治法第74条の規定に基づく直接

請求により「住民投票条例」の制定を首長に対して求め、

議会の議決を経て制定する。 

 

 ２  条例による住民投票の意義 

   条例で定める住民投票制度は、住民の利害に関連をもつ市政運

営 上 の 重 要 事 項 （ 例 え ば 、 環 境 破 壊 に 繋 が る 大 規 模 な 開 発 、 原

子 力 発 電 施 設 の 誘 致 、 核 廃 棄 物 の 最 終 処 分 施 設 誘 致 な ど ） に つ

い て 、 直 接 、 住 民 の 意 思 を 確 認 す る た め に 行 わ れ る も の で 、 あ

く ま で も 議 会 制 間 接 民 主 主 義 を 補 完 し 、 住 民 の 意 思 を 把 握 す る

た め の 制 度 と し て 、 平 成 ８ 年 に 新 潟 県 巻 町 で 最 初 の 住 民 投 票 が

実 施 さ れ て 以 来 、 全 国 で も 多 く の 自 治 体 で 住 民 投 票 が 行 わ れ て

いる。 

 

 ３  条例による住民投票の性格 

   現行の地方自治制度においては、間接民主制を基礎として、住

民 意 思 の 反 映 に つ い て は 、 住 民 の 選 挙 を 通 じ て 選 ば れ た 「 長 」

や 「 議 会 」 が 中 心 的 な 役 割 を 果 た す こ と が 基 本 と さ れ て い る 。

こ の た め 、 こ の 住 民 投 票 は 、 よ り 住 民 の 民 意 を 反 映 さ せ る た め

の 、 現 行 の 地 方 自 治 制 度 を 補 完 す る も の で し か な く 、 そ の 結 果

に 法 的 な 拘 束 力 を も た せ る こ と は で き な い と い う こ と が 通 説 で

あ る 。 こ の こ と か ら 、 他 都 市 に お い て も 市 長 等 や 議 会 は 、 そ の

結 果 を 最 大 限 に 尊 重 し な け れ ば な ら な い と 定 め て い る の が 一 般

的である。 

 

●住民投票条例について 

 １  常設型と個別型（非常設型）  

   常設型…あらかじめ住民投票の対象となる事項や発議などを定

めた条例が制定され、要件を満たしたとき、いつでも

投票が実施できるもの。 

メリット デメリット 

・ 発 議 要 件 を 満 た し た と

き 、 議 会 の 議 決 を 経 な い

で確実に実施できる。 

・短期間で実施できる。 

・ 制 度 の 濫 用 を 招 く 恐 れ が

ある。 

・ 頻 繁 に 実 施 し た 場 合 、 大

幅 な 経 費 負 担 を 強 い ら れ

る。 
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   個別型…住民意思の確認の必要性が生じたときに、首長や議員

の提案または直接請求により、案件ごとに、議会の議

決を得て条例を制定し住民投票を実施するもの。 

メリット デメリット 

・ 個 別 案 件 ご と に 投 票 の 必

要 性 を 議 会 で 審 議 す る こ

と か ら 制 度 の 濫 用 を 防 止

できる。 

・ 実 施 ま で に 時 間 を 要 す

る。 

・ 直 接 請 求 が 成 立 し て も 、

条 例 を 議 会 で 否 決 し た 場

合 は 、 住 民 投 票 が 実 施 で

きない。 

・ 首 長 や 議 会 の 構 成 な ど に

よ り 可 否 を 判 断 す る 根 拠

が 一 定 と な ら な い 恐 れ が

ある。 

 

 ２  住民投票条例の標準的な構成要素 

  ⑴  投票の対象事項 

    市政運営の重要事項として、何をテーマにするか。（個別型

は具体的な項目を規定） 

  ⑵  実施要件 

    常設の場合、住民の○分の１以上の署名をもって住民投票を

実施するかなど（個別型は規定しない。） 

  ⑶  発議権者 

    住民、議員、首長のうち誰が提案できるか（個別型は規定し

ない。） 

  ⑷  投票資格者の範囲 

    公職選挙法上の有権者に加え、○歳以上の住民や在住外国人

まで拡大するか 

  ⑸  投票の成立要件 

    投票率○％以下の場合は無効とするなどの基準を定めるか 

  ⑹  投票結果の取扱 

    拘束型（投票結果により決定する）か尊重型（投票結果を尊

重する⇒結果は異なる可能性もある）にするか（一般的には尊

重型） 
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●自治基本条例における住民投票の規定 

①  住民投票規定に、具体的な制度を盛り込んでいないもの 

○帯広市まちづくり基本条例 

 （住民投票） 

第 11条  市長は、市政の重要事項について、住民の意思を確認するた

め、必要に応じて住民投票を実施することができるものとし、その

結果について尊重しなければならない。 

２  住民投票を行う場合はその事案ごとに、必要な事項を規定した条

例を別に定めるものとする。 

３  市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるとこ

ろにより、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することが

できる。 

 

○寝屋川市みんなのまち基本条例 

 （住民投票制度） 

第 25条  市政に係る重要事項について、直接、住民の意思を確認する

必要が生じたときは、住民投票制度を設けることができる。 

 

②  住民投票に何らかの規定を盛り込んでいるもの 

 ※  地方自治法の直接請求と同様な内容を規定しているもの 

○吹田市自治基本条例 

 （住民投票の実施等） 

第 21条  市長は、市政の重要事項について、広く住民の意思を確認す

るため、その都度、条例で定めるところにより、住民投票を実施す

ることができます。 

２  市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 

３  第１項の条例においては、それぞれの事案に応じ、投票に付すべ

き事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必

要な事項を定めるものとします。 

 （住民投票に関する条例の制定請求） 

第 22条  本市において選挙権を有する者は、市政の重要事項について、

地方自治法の定めるところにより、その総数の50分の１以上の者の

連署をもって、その代表者から市長に対し、前条第１項の条例の制

定を請求することができます。 

 

 ※  地方自治法の直接請求と異なる内容を規定しているもの 

○静岡市自治基本条例 

 （住民投票の実施） 

第 25条  市長は、市政の特に重要な事項について、広く住民の総意を
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把握するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施するこ

とができる。 

２  前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投

票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定め

るものとする。 

 （住民投票の請求及び市議会への付議） 

第 26条  本 市 に 住 所 を 有 す る 年 齢 20歳 以 上 の 者 （ 永 住 外 国 人 を 含

む。）は、その総数の50分の１以上の者の連署をもって、その代表

者から市長に対して前条の住民投票の実施を請求することができる。 

２  市長は、前項に規定する請求があった場合は、これに意見を付し、

市議会に付議するものとする。 

３  前２項に定めるもののほか、第１項に規定する請求及び当該請求

に対する処置等に関し必要な事項は、別に条例で定める。 

 

○豊中市自治基本条例 

 （市民投票） 

第 30条  市内に住所を有する満18歳以上の者（外国人を含む。第３項

において同じ。）は、将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考

えられる事項に関し、その総数の６分の１以上の者の連署をもって、

市長に対し市民投票の実施を請求することができる。 

２  市長は、前項の規定による請求があったときは、市民投票を実施

しなければならない。 

３  市民投票の投票権を有する者は、市内に住所を有する満18歳以上

の者とする。 

４  市長及び市議会は、市民投票の結果を尊重しなければならない。 

５  市民投票の実施に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定

める。 

 

○三鷹市自治基本条例 

 （住民投票） 

第 35条  市内に住所を有する年齢満18歳以上の者で別に定めるものは、

市の権限に属する市政の重要事項について、その総数の50分の１以

上の者の連署をもって、条例案を添え、その代表者から市長に対し

て住民投票の実施を請求することができる。 

２  前項の条例案において、投票に付すべき事項、投票の手続、投票

資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

３  市長は、第１項の請求を受理した日から20日以内に市議会を招集

し、意見を付けてこれを市議会に付議し、その結果を同項の代表者
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に通知するとともに、これを公表しなければならない。 

４  前３項に掲げるもののほか、第１項による住民投票の請求の処置

等に関しては、地方自治法第74条第２項、第４項及び第６項から第

８項まで、第74条の２第１項から第６項まで並びに第74条の３第１

項から第３項までの規定の例による。 

 

○大和市自治基本条例 

 （住民投票） 

第 30条  市長は、市政に関する重要事項について、住民の意思を市政

に反映するため、住民投票を実施することができる。 

２  市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなら

ない。 

 （住民投票の請求等） 

第 31条  本市に住所を有する年齢満16年以上の者は、市政に係る重要

事項について、その総数の３分の１以上の者の連署をもって、その

代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。 

２  市議会は、市政に係る重要事項について、議員の定数の12分の１

以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛

成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を請求する

ことができる。 

３  市長は、市政に係る重要事項について、自ら住民投票を発議する

ことができる。 

４  市長は、第１項又は第２項の規定による請求があったときは、住

民投票を実施しなければならない。  

５  住民投票の投票権を有する者は、本市に住所を有する年齢満16年

以上の者とする。 

６  住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。 

 

○岸和田市自治基本条例 

 （住民投票） 

第 20条  市長は、岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題につい

て、定住外国人を含む住民のうち18歳以上の者が、その総数の４分

の１以上の者の連署をもって住民投票を市長に提出したときは、直

接住民の意思を問うため住民投票を実施しなければならない。 

２  住民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち18

歳以上の者とする。 

３  市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

４  住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に

条例で定める。 
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   【参考資料】神戸市まちづくり協定について 

 

１  制度のあらまし 

  「住民と行政が協働して進める、地区ごとのまちづくりルール」 

  “住んでよかった、これからもここに住み、働き続けたい”と思

えるような“私たちのまち”をつくりあげるためには、道路や公園

な ど の 整 備 を 進 め る 一 方 で 、 各 地 区 に 住 ん だ り 働 い た り し て い る

人々が自ら自分たちのまちの将来像を共有し、これの実現に向かっ

て市民・事業者・行政がそれぞれの役割分担のもと「協働のまちづ

くり」を進めることが重要です。このことが、市民の多様なニーズ

に応え、地区の実情にあった住みよく働きやすいまちづくりを可能

とします。 

  「まちづくり協定」はこのような認識のもとに、「神戸市地区計

画及びまちづくり協定等に関する条例（まちづくり条例）」（昭和

56年制定、平成元年改正）に基づいて行うもので、まず各地区のま

ちづくり協議会が、まちの将来像や方針などをまとめ、そのうち特

にルールとして決めておくことが必要な事項について市長との間で

結ぶものです。この協定が締結されると、住民等と市が協力してそ

の内容を守っていくことになります。 

 

２  「まちづくり協定」締結までの流れ 

ま ち づ く り の

発意 

ま ず 、 ま ち づ く り に つ い て 関 心 の 深 い 方 等 が 世 話 人 と な っ
て 、 組 織 づ く り を ま ち の 構 成 員 に 呼 び か け ま す 。 こ の 段 階
の 世 話 人 に は 、 自 治 会 、 婦 人 会 、 商 店 会 等 の 既 成 の 地 区 団
体の役 員の 方が あた られ る場合 が多 いよ うです 。  

▼  

まちづくり 

協議会の結成 

住 民 や 商 店 ・ 工 場 な ど に 携 わ っ て い る 人 、 あ る い は 土 地 ・
建 物 の 所 有 者 等 、 地 区 構 成 員 の 同 意 を 得 て 、 ま ち づ く り の
ための 協議 会を 発足 しま す。  
協 議 会 の 区 域 は 、 問 題 の 広 が り や 地 域 の ま と ま り な ど か ら
決めて いき ます 。  

▼   

まちづくり 

計 画 の 検 討 と

合意形成 

協 議 会 が で き る と 、 そ の 地 区 で は ど ん な こ と が 問 題 と な っ
て い る か 、 守 る べ き 良 い 点 と し て ど ん な こ と が あ る か 、 あ
る い は 、 将 来 ど の よ う な ま ち に し て い き た い か 、 そ の た め
に は 何 を す れ ば よ い の か 、 と い っ た よ う な こ と に つ い て よ
く話し 合い 、意 見を まと めてい きま す。  

▼  

まちづくり 

協議会の認定 

市 長 は 、 そ の 協 議 会 が 次 の 条 件 を 満 た し て い れ ば 「 ま ち づ
くり協 議会 」と して 認定 します 。  
１  も っ ぱ ら 地 区 の 住 み 良 い ま ち づ く り を 推 進 す る こ と を

目的と した もの であ るこ と。  
２  地 区 の 居 住 者 、 事 業 者 及 び 土 地 ま た は 家 屋 の 所 有 者 の

大多数 が構 成員 とな り、 その活 動を 支持 してい るこ と。  
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▼   

まちづくり 

提案  

認 定 を 受 け た ま ち づ く り 協 議 会 の 中 で 、 ま ち の 将 来 像 や ま
ち づ く り の 方 針 な ど に つ い て 意 見 が ま と ま る と 、 こ れ を
「 ま ち づ く り 提 案 」 と し て 市 長 に 提 案 す る こ と が で き ま
す。  

▼  

まちづくり 

協定  

ま ち づ く り 提 案 の 実 現 の た め に 、 こ の 中 で 特 に ル ー ル と し
て 決 め て お く こ と が 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 市 長 と ま ち づ
く り 協 議 会 は 「 ま ち づ く り 協 定 」 を 締 結 す る こ と が で き ま
す。  
● 協 定 事 項 の 例 ： 建 物 の 用 途 の 制 限 、 壁 面 等 の 位 置 の 制

限 、 垣 ・ 柵 等 の 構 造 の 制 限 、 荷 さ ば き 等 、 駐 車 用 地 の 設
置 、 フ ァ ミ リ ー 形 式 住 戸 の 奨 励 、 周 辺 環 境 へ の 配 慮 （ 地
区ごと でい ろい ろ変 わり ます。 ）  

▼  

▼  もっと 確実 なル ール にし たいな ら…  

「 地 区 計 画 」

の決定 

地 区 の 皆 さ ん が 、 ま ち づ く り 協 定 と し て 合 意 し た 内 容 の な
か に は も っ と 確 実 に 守 ろ う と す れ ば 、 「 地 区 計 画 」 と し て
都市計 画決 定す るこ とが できる もの もあ ります 。  

 

３  「まちづくり協定」を締結すると… 

 ⑴  届出  

   まちづくり協定の区域内で、建築など下記の行為を行おうとす

る人に、あらかじめその内容を市長に届け出ていただきます。 

 ⑵  届出を要請できる行為 

   建築物・工作物の新・増・改築、用途の変更 

   土地の区画形質、用途の変更  

   市長が良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採 

 ⑶  協議  

   届出された行為が、まちづくり協定の内容と合っていない場合

に は 、 市 長 は 届 出 者 と 話 し 合 っ て 協 定 に 合 わ せ る よ う お 願 い し

ます。 

   まちづくり協議会も協定の当事者として、協議について市長に

意 見 を 述 べ る こ と が で き ま す 。 協 定 が で き て か ら も 協 議 会 の 役

割は重要です。 

   また、市長は必要な場合には、まちづくり専門委員に専門的な

立場から意見を聴くことができます。 

 

４  まちづくり専門委員 

  市長は、まちづくり専門委員の意見を聴いた上で、まちづくり協

定を締結します。まちづくり専門委員とは、まちづくりについて専

門的な知識や経験豊かで、専門的な立場から住民や行政のまちづく

りに助言する役割をもっています。  
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５  まちづくりに関する制度の比較  

 建築協定 地区計画 まちづくり協定 

根
拠
法 

建築基準法 都市計画法 神 戸 市 地 区 計 画 及 び

ま ち づ く り 協 定 等 に

関する条例 

主
体 

区 域 内 の 土 地 所 有 者

等 

市町村 ま ち づ く り 条 例 に 規

定 さ れ た 認 定 ま ち づ

く り 協 議 会 と 市 長 の

間で締結 

概
要 

建 築 物 に 関 す る 環 境

維持 

地 区 施 設 と 建 築 物 等

の 地 区 ご と の 一 体 的

整 備 ・ 保 全 に 関 す る

都市計画 

住 み 良 い （ ハ ー ド 面

に 関 し て の ） ま ち づ

く り を 推 進 す る た め

に 必 要 な 事 項 を 定 め

る協定 

項
目 

１ 協定区域 

２  建 築 物 に 関 す る

基準 

 建 築 物 の 敷 地 、 位

置 、 構 造 、 用 途 、

形態、意匠、設備 

３  協定の有効期間  

４  協 定 違 反 が あ っ

た場合の措置 

１  地区計画の方針 

２  地区整備計画 

 ※必要なもの 

⑴  地 区 施 設 の 配 置

及び規模 

⑵  建 築 物 等 及 び 建

築 物 敷 地 の 制 限 に

関する事項 

 ・建築物等の用途 

 ・ 容 積 率 の 最 高 ・

最低限度 

 ・ 建 ぺ い 率 の 最 高

限度 

 ・ 敷 地 面 積 、 建 築

面積の最低限度 

 ・ 壁 面 の 位 置 の 制

限 

 ・ 建 築 物 の 高 さ の

最高(低 )限度  

 ・ 形 態 、 意 匠 の 制

限 又 は か き 、 柵

の構造の制限 

３  土 地 利 用 の 制 限

に関する事項 

１  協定の名称 

２  地 区 の 位 置 及 び

区域 

３  地 区 の ま ち づ く

り の 目 標 、 方 針 そ

の 他 住 み 良 い ま ち

づ く り を 推 進 す る

ために必要な事項 

例 ： 建 築 物 の 用 途 の

制限 

  壁 面 等 の 位 置 の

制限 

  垣 、 柵 等 の 構 造

の制限 

  荷 さ ば き 等 駐 車

用地の設置 

  フ ァ ミ リ ー 形 式

住戸の奨励 
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手
続 

準備委員会の発足 

 勉 強 会 ・ ア ン ケ ー

ト調査等 

↓  

協定書作成 

 合意書等の回収 

認可申請書の提出 

↓  

公告・縦覧・広聴会  

↓  

建築協定の認可 

行 政 と 住 民 で 計 画 案

を検討 

↓  

都市計画決定手続 

 地区計画等素案 

 (公告・縦覧) 

 (意見書の提出) 

 

 地区計画等の案 

 (都市計画審議会) 

↓  

都市計画決定 

※ 条 例 ・ 規 則 等 で は

定めなし 

 認 定 協 議 会 で あ る

ことが前提 

例：  

 勉 強 会 、 ア ン ケ ー

ト調査等 

↓  

協定案の議決(総会 ) 

↓  

協定締結要望書提出 

↓  

協定の締結 

運
用
体
制 

・ 協 定 参 加 者 の 代 表

に よ る 協 定 運 営 委 員

会によるチェック 

・ 違 反 の 場 合 は 民 事

裁判 

・ 区 域 内 で 建 築 行 為

等 を 行 う 場 合 に 市 長

へ届出 

・ 計 画 不 適 合 の 場 合

は 、 設 計 変 更 な ど を

勧告 

・ 建 築 条 例 に 定 め れ

ば 、 計 画 不 適 合 の 場

合 は 確 認 申 請 が お り

ない 

・ 区 域 内 で 建 築 行 為

等 を 行 う 場 合 、 市 長

宛 て の 届 出 を 要 請 で

きる 

・ 計 画 不 適 合 の 場

合 、 届 出 者 と 必 要 な

措置について協議 

※ ま ち づ く り 協 議 会

は 市 長 に 意 見 を 述 べ

ることができる 

※ 必 要 な 場 合 、 ま ち

づ く り 専 門 員 の 意 見

を聴く 

 




